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(57)【要約】
【課題】音声メッセージ伝達シートを台紙に固定して送
付する際に表面の平坦性を向上させる。
【解決手段】音声情報の記録及び再生が可能な音声情報
記録／再生部３０が支持シート２０ａ，２０ｂに保持さ
れ、支持シート２０ａ，２０ｂ及び音声情報記録／再生
部３０が２枚の表面シート１０ａ，１０ｂに挟み込まれ
てなるカード部２を台紙部１に固定して送付する送付体
であって、台紙部１を、表面シート１０ａ，１０ｂ及び
支持シート２０ａ，２０ｂを延長して構成し、表面シー
ト１０ａ，１０ｂ及び支持シート２０ａ，２０ｂは、カ
ード部２を構成する領域と台紙部１を構成する領域とで
切り離し可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声情報の記録及び再生が可能な音声情報記録／再生手段が支持シートに保持され、該
支持シート及び前記音声情報記録／再生手段が２枚の表面シートに挟み込まれてなる音声
メッセージ伝達シートを台紙に固定して送付する送付体であって、
　前記台紙を、前記表面シート及び前記支持シートを延長して構成し、
　前記表面シート及び前記支持シートは、前記音声メッセージ伝達シートを構成する領域
と前記台紙を構成する領域とで切り離し可能である送付体。
【請求項２】
　請求項１に記載の送付体において、
　前記音声情報記録／再生手段は、
　音声情報を記録または再生する際に導通される２つの配線と、
　該２つの配線に対向して設けられ、前記２つの配線を導通させるための導電部材と、
　前記２つの配線と前記導電部材との間に抜脱可能に挿入された非導電性シートとを有す
る送付体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声情報の記録及び再生が可能に構成された音声メッセージ伝達シートを台
紙に固定して送付する送付体に関し、特に、表面の平坦性向上技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ダイレクトメールやグリーティングカード等の送付物においては、発送元に
おいて、発送される送付物が作成されるとともに送付物の発送先が指定され、その後、作
成された送付物が指定された発送先に送付されている。このように作成、発送される送付
物は、発送元から発送先に通知したい情報が掲載された印刷物が封筒に封入されて構成さ
れるものや、発送元から発送先に通知したい情報がはがき等のシートに印刷されて構成さ
れるもの等がある。
【０００３】
　送付物の発送先においては、送付されてきた送付物が受け取られた後、送付物に印刷さ
れた情報が閲覧されることにより、送付物の発送元にて通知したい情報が認識されること
になる。
【０００４】
　ところが、このように、送付物の発送元にて発送先に通知したい情報が印刷された送付
物が発送元から送付され、送付物の発送先において送付されてきた送付物に印刷された情
報が閲覧されることにより、送付物の発送元にて通知したい情報が発送先に伝達されるも
のにおいては、送付物の発送元における所望のメッセージを、視覚的にしか発送先に伝達
することができず、それにより、伝達可能な情報の種類が限定されてしまう。
【０００５】
　そこで、音声情報の記録や再生が可能なシート状の音声情報記録／再生手段が組み込ま
れてなる音声メッセージ伝達シートが考えられ、特許文献１に記載されている。この特許
文献１に記載された音声メッセージ伝達シートは、音声情報の記録や再生が可能なシート
状の音声情報記録／再生手段が２枚の支持シート及び表面シートに挟み込まれて構成され
ており、音声情報記録／再生手段に音声情報を記録することにより、所望の音声情報を伝
達することができる。
【０００６】
　このような音声メッセージ伝達シートは、音声メッセージ伝達シート自体をグリーティ
ングカードのような送付物として送付する以外に、送付先にて使用してもらうために封筒
に封入して送付する場合が考えられる。例えば、音声メッセージ伝達シートを、その外形
を名刺サイズとすることにより、音声情報が記録された名刺としても利用する場合等であ
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る。
【特許文献１】特開２００５－９９７０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、音声メッセージ伝達シートを封筒に封入して送付する場合、音声メッ
セージ伝達シートを台紙に貼付したり、台紙に切り込みを形成し、この切り込みに音声メ
ッセージ伝達シートの角部を挿入したりすることにより、音声メッセージ伝達シートを台
紙に固定して送付することになる。ところが、その場合、音声メッセージ伝達シートが固
定された領域の厚さが台紙の他の領域の厚さよりも厚くなり、それにより、外部からの負
荷が音声メッセージ伝達シートに集中的に加わることになる。
【０００８】
　音声メッセージ伝達シートは、上述したように音声情報の記録や再生が可能なシート状
の音声情報記録／再生手段が組み込まれているため、外部からの負荷が集中的に加わると
、音声情報記録／再生手段が破損し、音声情報の記録や再生ができなくなってしまう虞れ
がある。
【０００９】
　また、音声メッセージ伝達シートが固定された領域と台紙の他の領域との厚さの違いに
よって段差が生じ、封筒への封入作業が困難となってしまうという問題点がある。
【００１０】
　本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、
音声メッセージ伝達シートを台紙に固定して送付する際に表面の平坦性を向上させること
ができる送付体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために本発明は、
　音声情報の記録及び再生が可能な音声情報記録／再生手段が支持シートに保持され、該
支持シート及び前記音声情報記録／再生手段が２枚の表面シートに挟み込まれてなる音声
メッセージ伝達シートを台紙に固定して送付する送付体であって、
　前記台紙を、前記表面シート及び前記支持シートを延長して構成し、
　前記表面シート及び前記支持シートは、前記音声メッセージ伝達シートを構成する領域
と前記台紙を構成する領域とで切り離し可能である。
【００１２】
　上記のように構成された本発明においては、音声情報の記録及び再生が可能な音声情報
記録／再生手段が支持シートに保持され、支持シート及び音声情報記録／再生手段が２枚
の表面シートに挟み込まれてなる音声メッセージ伝達シートを送付するために音声メッセ
ージ伝達シートが固定される台紙が、表面シート及び支持シートが延長して構成されてい
るため、音声メッセージ伝達シートが固定された領域の厚さと台紙の他の領域の厚さとが
ほぼ等しくなり、それにより、外部からの負荷が音声メッセージ伝達シートに集中的に加
わることがなくなるとともに、封筒への封入作業が容易となる。表面シート及び支持シー
トは、音声メッセージ伝達シートを構成する領域と台紙を構成する領域とで切り離し可能
であるので、表面シート及び支持シートを音声メッセージ伝達シートと台紙とで切り離す
ことにより、音声メッセージ伝達シートを台紙から分離して使用することができる。
【００１３】
　また、音声情報記録／再生手段が、音声情報を記録または再生する際に導通される２つ
の配線と、これら２つの配線に対向して設けられ、２つの配線を導通させるための導電部
材とを有し、導電部材が２つの配線にそれぞれ接することにより音声情報が記録されるも
のである場合、２つの配線と導電部材との間に抜脱可能に非導電性シートを挿入しておく
ことにより、この非導電性シートが挿入されている状態においては、２つの配線と導電部
材とが接することがなくなり、音声メッセージ伝達シートの送付途中にて音声情報が記録
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されてしまったり、記録された音声情報が再生されてしまったりすることが回避される。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本発明においては、音声情報の記録及び再生が可能な音声情報記録
／再生手段が支持シートに保持され、支持シート及び音声情報記録／再生手段が２枚の表
面シートに挟み込まれてなる音声メッセージ伝達シートを送付するために音声メッセージ
伝達シートが固定される台紙が、表面シート及び支持シートが延長して構成され、表面シ
ート及び支持シートが、音声メッセージ伝達シートを構成する領域と台紙を構成する領域
とで切り離し可能であるため、音声メッセージ伝達シートが台紙に固定された状態では、
音声メッセージ伝達シートが固定された領域の厚さと台紙の他の領域の厚さとがほぼ等し
くなり、それにより、外部からの負荷が音声メッセージ伝達シートに集中的に加わること
がなくなるとともに、封筒への封入作業を容易にすることができ、また、表面シート及び
支持シートを音声メッセージ伝達シートと台紙とで切り離すことにより、音声メッセージ
伝達シートを台紙から分離して使用することができる。また、表面シートの音声メッセー
ジ伝達シートを構成する領域と台紙を構成する領域とに互いに同一の情報あるいは互いに
対応する情報を印刷する場合、これらを同時に印刷することができることにより、これら
のマッチングミスを防止することができる。
【００１５】
　また、音声情報記録／再生手段が、音声情報を記録または再生する際に導通される２つ
の配線と、これら２つの配線に対向して設けられ、２つの配線を導通させるための導電部
材とを有するものである場合に、２つの配線と導電部材との間に抜脱可能に挿入された非
導電性シートを有するものにおいては、非導電性シートが挿入されている状態においては
、２つの配線と導電部材とが接することがなくなり、音声メッセージ伝達シートの送付途
中にて音声情報が記録されてしまったり、記録された音声情報が再生されてしまったりす
ることを回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の送付体の第１の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面から見た図
、（ｂ）は（ａ）に示したカード部２の内部構造を示す図、（ｃ）は（ａ）に示したＡ－
Ａ’断面図である。また、図２は、図１に示したカード部２の積層状態を示す図である。
【００１８】
　本形態は図１及び図２に示すように、音声情報の記録や再生が可能なシート状の音声情
報記録／再生部３０が、紙基材等の柔軟性を有し、かつ薄型の基材からなる２枚の支持シ
ート２０ａ，２０ｂに表裏から挟み込まれて保持され、また、音声情報記録／再生部３０
を挟み込んだ支持シート２０ａ，２０ｂが、その外形が支持シート２０ａ，２０ｂと同一
形状であって、紙基材等の柔軟性を有し、かつ薄型の基材からなる２枚の表面シート１０
ａ，１０ｂに挟み込まれて構成されている。また、支持シート２０ａ，２０ｂが表面シー
ト１０ａ，１０ｂに挟み込まれた領域は、送付体９によって送付される音声メッセージ伝
達シートであるカード部２と、このカード部２を固定する台紙となる台紙部１とから構成
されており、カード部２は、表面シート１０ａ，１０ｂ及び支持シート２０ａ，２０ｂに
形成されたミシン目４によって台紙部１から切り離し可能となっている。すなわち、台紙
部１は、カード部２を構成する表面シート１０ａ，１０ｂ及び支持シート２０ａ，２０ｂ
が延長した構成となっている。なお、表面シート１０ａ，１０ｂ、支持シート２０ａ，２
０ｂ及び音声情報記録／再生部３０は、支持シート２０ａ，２０ｂの表裏に塗布された粘
着剤（不図示）によって互いに接着されている。
【００１９】
　音声情報記録／再生部３０は、ピエゾ素子４１、振動板４２及びフィルムシート（不図
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示）からシート状に構成されて音声情報を入出力するための音声情報入出力部４０と、音
声情報入出力部４０を介して入力された音声情報が記録されるＩＣチップを具備する回路
部であるＩＣ基板３２と、ＩＣ基板３２に記録された音声情報を音声情報入出力部４０を
介して出力する際に操作される薄型の再生用のスイッチ３３ａと、音声情報入出力部４０
を介して入力された音声情報をＩＣ基板３２に記録する際に操作される薄型の録音用のス
イッチ３３ｂと、ＩＣ基板３２に接続され、ＩＣ基板３２に電源を供給するための薄型の
コイン電池３１とから構成されている。なお、ＩＣ基板３２と、コイン電池３１及びピエ
ゾ素子４１とはそれぞれ、はんだ溶接されたリード線を介して互いに電気的に接続されて
いる。また、スイッチ３３ａ，３３ｂはそれぞれ、フィルム基板３４ａ，３４ｂ上に搭載
され、このフィルム基板３４ａ，３４ｂ上にそれぞれ形成された配線パターン３５ａ－１
，３５ａ－２，３５ｂ－１，３５ｂ－２とＩＣ基板３２とについても、はんだ溶接された
リード線を介して互いに電気的に接続されている。ＩＣ基板３２内のＩＣチップは、音声
情報入出力部４０を介して入力された音声情報をメモリ領域に記録し、また、メモリ領域
に記録された音声情報を音声情報入出力部４０を介して出力する制御を行うものであって
、コイン電池３１によって電源が供給されるポート端子や、グランド電位に接続されたポ
ート端子や、メモリ領域に記録された音声情報を音声情報入出力部４０に出力するための
ポート端子や、メモリ領域に記録された音声情報を音声情報入出力部４０を介して出力す
るための指示信号が入力されるポート端子や、音声情報入出力部４０を介して入力された
音声情報をメモリ領域に記録するためのポート端子や、音声情報入出力部４０を介して入
力された音声情報をメモリ領域に記録するための指示信号が入力されるポート端子等を有
し、このうち、メモリ領域に記録された音声情報を音声情報入出力部４０を介して出力す
るための指示信号が入力されるポート端子がグランド電位となった場合、メモリ領域に記
録された音声情報を音声情報入出力部４０を介して出力し、また、音声情報入出力部４０
を介して入力された音声情報をメモリ領域に記録するための指示信号が入力されるポート
端子がグランド電位となった場合、その後に音声情報入出力部４０を介して入力された音
声情報をメモリ領域に記録する。フィルム基板３４ａ上に形成された配線パターン３５ａ
－１は、ＩＣ基板３２内のＩＣチップのポート端子のうち、メモリ領域に記録された音声
情報を音声情報入出力部４０を介して出力するための指示信号が入力されるポート端子に
接続され、また、配線パターン３５ａ－２は、ＩＣ基板３２内のＩＣチップのポート端子
のうち、グランド電位に接続されたポート端子に接続されている。また、フィルム基板３
４ｂ上に形成された配線パターン３５ｂ－１は、ＩＣ基板３２内のＩＣチップのポート端
子のうち、音声情報入出力部４０を介して入力された音声情報をメモリ領域に記録するた
めの指示信号が入力されるポート端子に接続され、また、配線パターン３５ｂ－２は、Ｉ
Ｃ基板３２内のＩＣチップのポート端子のうち、グランド電位に接続されたポート端子に
接続されている。
【００２０】
　表面シート１０ａには、カード部２のスイッチ３３ａと対向する領域に、スイッチ３３
ａを示す再生ボタン２ａが印刷されているとともに、スイッチ３３ｂと対向する領域に、
スイッチ３３ｂを示す録音ボタン２ｂが印刷されている。また、音声情報入出力部４０と
対向する領域に、音声情報入出力部４０を介して音声を入力したり、音声情報入出力部４
０から出力された音声を外部に出力したりするための微細な穴が羅列されてなる音声入出
力領域３ａが形成されている。このように微細な穴が羅列されてなる音声入出力領域３ａ
が形成されているため、音声情報入出力部４０がその表裏を表面シート１０ａ，１０ｂで
覆われた状態であっても、音声情報入出力部４０から出力される音量の低下を補うことが
できる。なお、音声入出力領域３ａにおいては、例えば、レーザ加工によって、０．１ｍ
ｍ径の穴が縦横２．０ｍｍ間隔で形成されている。そのため、抜き加工や針等によって穴
を形成する場合と比べてバリが発生せず、その後そのバリによって穴が塞がれてしまうこ
とはない。また、表面シート１０ａには、カード部２となる領域に、この送付体９の送付
先の個別情報２ｃが印刷されているとともに、台紙部１となる領域にこの送付体９の宛先
情報１ａが印刷されている。なお、再生ボタン２ａや録音ボタン２ｂにおいては、印刷に
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よって表面シート１０ａ上に設けておかず、宛先情報１ａや個別情報２ｃが印刷された後
に、スイッチ３３ａ，３３ｂに対向する領域にシールを貼付することによって設けること
も考えられる。
【００２１】
　支持シート２０ａにおいては、音声情報記録／再生部３０と積層された場合に、音声情
報入出力部４０に対向する領域に穴部２１が形成され、また、コイン電池３１、ＩＣ基板
３２、スイッチ３３ａ，３３ｂ及びフィルム基板３４ａ，３４ｂに対向する領域に穴部２
２が形成されている。なお、支持シート２０ａの音声情報入出力部４０と対向する領域に
形成された穴部２１は音声情報入出力部４０の外形とほぼ等しく、また、コイン電池３１
、ＩＣ基板３２、スイッチ３３ａ，３３ｂ及びフィルム基板３４ａ，３４ｂと対向する領
域に形成された穴部２２は、これらコイン電池３１、ＩＣ基板３２、スイッチ３３ａ，３
３ｂ及びフィルム基板３４ａ，３４ｂを含む大きさとなっている。
【００２２】
　支持シート２０ｂにおいては、音声情報記録／再生部３０と積層された場合に、音声情
報入出力部４０に対向する領域に穴部２３が形成され、また、コイン電池３１に対向する
領域に穴部２４が形成され、また、ＩＣ基板３２に対向する領域に穴部２５が形成されて
いる。なお、支持シート２０ｂの音声情報入出力部４０と対向する領域に形成された穴部
２３は音声情報入出力部４０よりも小さく、また、コイン電池３１と対向する領域に形成
された穴部２４はコイン電池３１よりも大きく、ＩＣ基板３２と対向する領域に形成され
た穴部２５はＩＣ基板３２よりも大きくなっている。
【００２３】
　このように、支持シート２０ａの、音声情報入出力部４０、コイン電池３１、ＩＣ基板
３２、スイッチ３３ａ，３３ｂ及びフィルム基板３４ａ，３４ｂと対向する領域に穴部２
１，２２がそれぞれ形成され、また、支持シート２０ｂの、音声情報入出力部４０、コイ
ン電池３１及びＩＣ基板３２と対向する領域に穴２３～２５がそれぞれ形成されることに
より、コイン電池３１、ＩＣ基板３２、スイッチ３３ａ，３３ｂ及び音声情報入出力部４
０が設けられている領域と他の領域とで厚さの差がほとんどなくなり、それにより、カー
ド部２と台紙部１との厚さの差もほとんどなくなり、外部からの負荷がカード部２に集中
的に加わることがなくなる。
【００２４】
　表面シート１０ｂには、音声情報入出力部４０と対向する領域に、音声情報入出力部４
０を介して音声を入力したり、音声情報入出力部４０から出力された音声を外部に出力し
たりするための微細な穴が羅列されてなる音声入出力領域３ｂが形成されている。この音
声入出力領域３ｂの構成は、表面シート１０ａに形成された音声入出力領域３ａの構成と
同様である。
【００２５】
　上記のように構成された送付体９は、複数の送付体９がマトリックス状に並べられた、
いわゆる多面づけにて作製することができる。その場合、音声情報記録／再生部３が支持
シート２０ａ，２０ｂ及び表面シート１０ａ，１０ｂに挟み込まれた後に、送付体９毎に
断裁されることになるが、送付体９毎に断裁する際にミシン目４が同時に形成されること
になる。
【００２６】
　また、表面シート１０ａには、上述したように、台紙部１となる領域に宛先情報１ａが
印刷され、カード部２となる領域に個別情報２ｃが印刷されることになるが、台紙部１と
カード部２とが一体となっていることから、宛先情報１ａと個別情報２ｃとが同一の情報
あるいは互いに対応する情報である場合、これらを同時に印刷することができることによ
り、これらのマッチングミスを防止することができる。またその際、カード部２と台紙部
１との厚さの差がほとんどなくなることにより、表面シート１０ａ，１０ｂの平坦性が向
上しているため、表面シート１０ａ，１０ｂ上に情報を容易に印刷することができるよう
になる。
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【００２７】
　以下に、上記のように構成された送付体９の使用方法について説明する。
【００２８】
　図３は、図１及び図２に示した送付体９の使用方法を説明するための図である。
【００２９】
　図１及び図２に示した送付体９は、図３（ａ）に示すように、窓開き封筒５に封入され
て送付される。窓開き封筒５には、内部が視認可能となる窓部５ａが設けられており、送
付体９の表面シート１０ａに印刷された宛先情報１ａがこの窓部５ａから表出するように
送付体９が窓開き封筒５に封入される。この際、カード部２と台紙部１との厚さの差がほ
とんどないため、窓開き封筒５への送付体９の封入作業が容易となる。
【００３０】
　窓開き封筒５に封入された送付体９は、窓部５ａから表出した宛先情報１ａに従って送
付先に送付されていく。
【００３１】
　送付体９が送付先に届けられると、送付体９の送付先において、窓開き封筒５が開封さ
れ、図３（ｂ）に示すように、窓開き封筒５から送付体９が取り出される。
【００３２】
　その後、ミシン目４が破断されることによりカード部２が台紙部１から切り離され、カ
ード部２が使用されることになる。カード部２には、音声情報の記録や再生が可能な音声
情報記録／再生部３０が内蔵されているため、送付体９の送付先においては、録音ボタン
２ｂを介してスイッチ３３ｂを押下し、音声入出力領域３ａ，３ｂを介して音声情報入出
力部４０に音声を入力することにより、ＩＣ基板３２のＩＣチップ内に音声情報を記録す
ることができる。また、再生ボタン２ａを介してスイッチ３３ａを押下すれば、ＩＣ基板
３２のＩＣチップ内に記録された音声情報が再生され、音声入出力領域３ａ，３ｂを介し
て音声情報入出力部４０から出力されることになる。
【００３３】
　（第２の実施の形態）
　図４は、本発明の送付体の第２の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面から見た図
、（ｂ）は（ａ）に示したカード部１０２の内部構造を示す図、（ｃ）は（ａ）に示した
Ａ－Ａ’断面図である。また、図５は、図４に示したカード部１０２の積層状態を示す図
である。
【００３４】
　本形態は図４及び図５に示すように、音声情報の記録や再生が可能なシート状の音声情
報記録／再生部１３０が、紙基材等の柔軟性を有し、かつ薄型の基材からなる２枚の支持
シート１２０ａ，１２０ｂに表裏から挟み込まれて保持され、また、音声情報記録／再生
部１３０を挟み込んだ支持シート１２０ａ，１２０ｂが、その外形が支持シート１２０ａ
，１２０ｂと同一形状であって、紙基材等の柔軟性を有し、かつ薄型の基材からなる２枚
の表面シート１１０ａ，１１０ｂに挟み込まれて構成されている。また、支持シート１２
０ａ，１２０ｂが表面シート１１０ａ，１１０ｂに挟み込まれた領域は、送付体１０９に
よって送付される音声メッセージ伝達シートであるカード部１０２と、このカード部１０
２を固定する台紙となる台紙部１０１とから構成されており、カード部１０２は、表面シ
ート１１０ａ，１１０ｂ及び支持シート１２０ａ，１２０ｂに形成されたミシン目１０４
によって台紙部１０１から切り離し可能となっている。すなわち、台紙部１０１は、カー
ド部１０２を構成する表面シート１１０ａ，１１０ｂ及び支持シート１２０ａ，１２０ｂ
が延長した構成となっている。また、音声情報記録／再生部１３０の一部に非導電性シー
トとなるフィルムシート１５０が挟み込まれている。なお、表面シート１１０ａ，１１０
ｂ、支持シート１２０ａ，１２０ｂ及び音声情報記録／再生部１３０は、支持シート１２
０ａ，１２０ｂの表裏に塗布された粘着剤（不図示）によって互いに接着されているが、
フィルムシート１５０は接着されておらず、それにより、フィルムシート１５０を送付体
１０９から引き抜くことが可能となっている。
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【００３５】
　音声情報記録／再生部１３０は、ピエゾ素子１４１、振動板１４２及びフィルムシート
（不図示）からシート状に構成されて音声情報を入出力するための音声情報入出力部１４
０と、音声情報入出力部１４０を介して入力された音声情報が記録されるＩＣチップを具
備する回路部であるＩＣ基板１３２と、ＩＣ基板１３２に記録された音声情報を音声情報
入出力部１４０を介して出力する際に操作される薄型の再生用のスイッチ１３３ａと、音
声情報入出力部１４０を介して入力された音声情報をＩＣ基板１３２に記録する際に操作
される薄型の録音用のスイッチ１３３ｂと、ＩＣ基板１３２に接続され、ＩＣ基板１３２
に電源を供給するための薄型のコイン電池１３１とから構成されている。なお、ＩＣ基板
１３２と、コイン電池１３１及びピエゾ素子１４１とはそれぞれ、はんだ溶接されたリー
ド線を介して互いに電気的に接続されている。また、スイッチ１３３ａ，１３３ｂはそれ
ぞれ、フィルム基板１３４ａ，１３４ｂ上に搭載され、このフィルム基板１３４ａ，１３
４ｂ上にそれぞれ形成された配線パターン１３５ａ－１，１３５ａ－２，１３５ｂ－１，
１３５ｂ－２とＩＣ基板１３２とについても、はんだ溶接されたリード線を介して互いに
電気的に接続されている。フィルムシート１５０は、スイッチ１３３ｂとフィルム基板１
３４ｂとの間に抜脱可能に挿入されている。ＩＣ基板１３２内のＩＣチップは、音声情報
入出力部１４０を介して入力された音声情報をメモリ領域に記録し、また、メモリ領域に
記録された音声情報を音声情報入出力部１４０を介して出力する制御を行うものであって
、コイン電池１３１によって電源が供給されるポート端子や、グランド電位に接続された
ポート端子や、メモリ領域に記録された音声情報を音声情報入出力部１４０に出力するた
めのポート端子や、メモリ領域に記録された音声情報を音声情報入出力部１４０を介して
出力するための指示信号が入力されるポート端子や、音声情報入出力部１４０を介して入
力された音声情報をメモリ領域に記録するためのポート端子や、音声情報入出力部１４０
を介して入力された音声情報をメモリ領域に記録するための指示信号が入力されるポート
端子等を有し、このうち、メモリ領域に記録された音声情報を音声情報入出力部１４０を
介して出力するための指示信号が入力されるポート端子がグランド電位となった場合、メ
モリ領域に記録された音声情報を音声情報入出力部１４０を介して出力し、また、音声情
報入出力部１４０を介して入力された音声情報をメモリ領域に記録するための指示信号が
入力されるポート端子がグランド電位となった場合、その後に音声情報入出力部１４０を
介して入力された音声情報をメモリ領域に記録する。フィルム基板１３４ａ上に形成され
た配線パターン１３５ａ－１は、ＩＣ基板１３２内のＩＣチップのポート端子のうち、メ
モリ領域に記録された音声情報を音声情報入出力部１４０を介して出力するための指示信
号が入力されるポート端子に接続され、また、配線パターン１３５ａ－２は、ＩＣ基板１
３２内のＩＣチップのポート端子のうち、グランド電位に接続されたポート端子に接続さ
れている。また、フィルム基板１３４ｂ上に形成された配線パターン１３５ｂ－１は、Ｉ
Ｃ基板１３２内のＩＣチップのポート端子のうち、音声情報入出力部１４０を介して入力
された音声情報をメモリ領域に記録するための指示信号が入力されるポート端子に接続さ
れ、また、配線パターン１３５ｂ－２は、ＩＣ基板１３２内のＩＣチップのポート端子の
うち、グランド電位に接続されたポート端子に接続されている。
【００３６】
　表面シート１１０ａには、カード部１０２のスイッチ１３３ａと対向する領域に、スイ
ッチ１３３ａを示す再生ボタン１０２ａが印刷されているとともに、スイッチ１３３ｂと
対向する領域に、スイッチ１３３ｂを示す録音ボタン１０２ｂが印刷されている。また、
音声情報入出力部１４０と対向する領域に、音声情報入出力部１４０を介して音声を入力
したり、音声情報入出力部１４０から出力された音声を外部に出力したりするための微細
な穴が羅列されてなる音声入出力領域１０３ａが形成されている。このように微細な穴が
羅列されてなる音声入出力領域１０３ａが形成されているため、音声情報入出力部１４０
がその表裏を表面シート１１０ａ，１１０ｂで覆われた状態であっても、音声情報入出力
部１４０から出力される音量の低下を補うことができる。この音声入出力領域１０３ａの
構成は、第１の実施の形態にて示した表面シート１０ａに形成された音声入出力領域３ａ
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の構成と同様である。また、表面シート１１０ａには、カード部１０２となる領域に、こ
の送付体１０９の送付先の個別情報１０２ｃが印刷されているとともに、台紙部１０１と
なる領域にこの送付体１０９の宛先情報１０１ａが印刷されている。なお、再生ボタン１
０２ａや録音ボタン１０２ｂにおいては、印刷によって表面シート１１０ａ上に設けてお
かず、宛先情報１０１ａや個別情報１０２ｃが印刷された後に、スイッチ１３３ａ，１３
３ｂに対向する領域にシールを貼付することによって設けることも考えられる。
【００３７】
　支持シート１２０ａにおいては、音声情報記録／再生部１３０と積層された場合に、音
声情報入出力部１４０に対向する領域に穴部１２１が形成され、また、コイン電池１３１
、ＩＣ基板１３２、スイッチ１３３ａ，１３３ｂ及びフィルム基板１３４ａ，１３４ｂに
対向する領域に穴部１２２が形成されている。この穴部１２２は、フィルムシート１５０
に対向する領域まで延びており、支持シート１２０ａの端部にて開放されている。なお、
支持シート１２０ａの音声情報入出力部１４０と対向する領域に形成された穴部１２１は
音声情報入出力部１４０の外形とほぼ等しく、また、コイン電池１３１、ＩＣ基板１３２
、スイッチ１３３ａ，１３３ｂ及びフィルム基板１３４ａ，１３４ｂと対向する領域に形
成された穴部１２２は、これらコイン電池１３１、ＩＣ基板１３２、スイッチ１３３ａ，
１３３ｂ及びフィルム基板１３４ａ，１３４ｂを含み、かつ、フィルムシート１５０に接
しないような大きさとなっている。
【００３８】
　支持シート１２０ｂにおいては、音声情報記録／再生部１３０と積層された場合に、音
声情報入出力部１４０に対向する領域に穴部１２３が形成され、また、コイン電池１３１
に対向する領域に穴部１２４が形成され、また、ＩＣ基板１３２に対向する領域に穴部１
２５が形成されている。なお、支持シート１２０ｂの音声情報入出力部１４０と対向する
領域に形成された穴部１２３は音声情報入出力部１４０よりも小さく、また、コイン電池
１３１と対向する領域に形成された穴部１２４はコイン電池１３１よりも大きく、ＩＣ基
板１３２と対向する領域に形成された穴部１２５はＩＣ基板１３２よりも大きくなってい
る。
【００３９】
　このように、支持シート１２０ａの、音声情報入出力部１４０、コイン電池１３１、Ｉ
Ｃ基板１３２、スイッチ１３３ａ，１３３ｂ及びフィルム基板１３４ａ，１３４ｂと対向
する領域に穴部１２１，１２２がそれぞれ形成され、また、支持シート１２０ｂの、音声
情報入出力部１４０、コイン電池１３１及びＩＣ基板１３２と対向する領域に穴１２３～
１２５がそれぞれ形成されることにより、コイン電池１３１、ＩＣ基板１３２、スイッチ
１３３ａ，１３３ｂ及び音声情報入出力部１４０が設けられている領域と他の領域とで厚
さの差がほとんどなくなり、それにより、カード部１０２と台紙部１０１との厚さの差も
ほとんどなくなり、外部からの負荷がカード部１０２に集中的に加わることがなくなる。
【００４０】
　表面シート１１０ｂには、音声情報入出力部１４０と対向する領域に、音声情報入出力
部１４０を介して音声を入力したり、音声情報入出力部１４０から出力された音声を外部
に出力したりするための微細な穴が羅列されてなる音声入出力領域１０３ｂが形成されて
いる。この音声入出力領域１０３ｂの構成は、表面シート１１０ａに形成された音声入出
力領域１０３ａの構成と同様である。
【００４１】
　上記のように構成された送付体１０９においては、表面シート１１０ａには、上述した
ように、台紙部１０１となる領域に宛先情報１０１ａが印刷され、カード部１０２となる
領域に個別情報１０２ｃが印刷されることになるが、台紙部１０１とカード部１０２とが
一体となっていることから、宛先情報１０１ａと個別情報１０２ｃとが同一の情報あるい
は互いに対応する情報である場合、これらを同時に印刷することができることにより、こ
れらのマッチングミスを防止することができる。またその際、カード部１０２と台紙部１
０１との厚さの差がほとんどなくなることにより、表面シート１１０ａ，１１０ｂの平坦
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性が向上しているため、表面シート１１０ａ，１１０ｂ上に情報を容易に印刷することが
できるようになる。
【００４２】
　その後、第１の実施の形態に示したものと同様に、窓開き封筒に封入された送付先に送
付され、送付先にて窓開き封筒から取り出されて使用されることになる。なお、本形態の
送付体１０９においては、窓開き封筒に封入されて送付される際、スイッチ１３３ｂとフ
ィルム基板１３４ｂとの間にフィルムシート１５０が挿入されているため、フィルムシー
ト１５０が送付体１０９の一端部から突出した状態となっている。そこで、送付体１０９
を窓開き封筒に封入する際、フィルムシート１５０を送付体１０９の一端部に合わせて折
り曲げることになる。
【００４３】
　ここで、本形態においては、フィルムシート１５０を用いることにより、送付途中にて
録音ボタン１０２ｂを介してスイッチ１３３ｂが押下されてしまった場合に、ＩＣ基板１
３２のＩＣチップ内に誤って音声情報が記録されてしまうことを防止している。以下に、
その構成及び作用について説明する。
【００４４】
　図６は、図４及び図５に示した送付体１０９において録音ボタン１０２ｂを介してスイ
ッチ１３３ｂが押下された場合の作用を説明するための図であり、（ａ）はフィルム基板
１３４ｂ上の詳細な構成を示す図、（ｂ）はスイッチ１３３ｂとフィルム基板１３４ｂと
の間にフィルムシート１５０が介在しない場合にてスイッチ１３３ｂが押下されていない
状態におけるスイッチ１３３ｂ及びフィルム基板１３４ｂの断面図、（ｃ）はスイッチ１
３３ｂとフィルム基板１３４ｂとの間にフィルムシート１５０が介在しない場合にてスイ
ッチ１３３ｂが押下された状態におけるスイッチ１３３ｂ及びフィルム基板１３４ｂの断
面図、（ｄ）はスイッチ１３３ｂとフィルム基板１３４ｂとの間にフィルムシート１５０
が介在しない場合にてスイッチ１３３ｂが押下されていない状態における等価回路図、（
ｅ）はスイッチ１３３ｂとフィルム基板１３４ｂとの間にフィルムシート１５０が介在し
ない場合にてスイッチ１３３ｂが押下された状態における等価回路図、（ｆ）はスイッチ
１３３ｂとフィルム基板１３４ｂとの間にフィルムシート１５０が介在している場合にて
スイッチ１３３ｂが押下された状態におけるスイッチ１３３ｂ及びフィルム基板１３４ｂ
の断面図である。
【００４５】
　図６（ａ）に示すように、フィルム基板１３４ｂには、リード線を介してＩＣ基板１３
２に接続された２つの配線パターン１３５ｂ－１，１３５ｂ－２が形成されている。この
２つの配線パターン１３５ｂ－１，１３５ｂ－２はそれぞれ櫛状となっており、櫛の歯の
部分が互い違いに対向するように形成されている。配線パターン１３５ｂ－１，１３５ｂ
－２のうち一方の配線パターン１３５ｂ－１は、ＩＣ基板１３２内のＩＣチップのポート
端子のうち、音声情報入出力部１４０を介して入力された音声情報をメモリ領域に記録す
るための指示信号が入力されるポート端子に接続され、他方の配線パターン１３５ｂ－２
は、ＩＣ基板１３２を介してコイン電池１３１のグランド端子に接続されている。
【００４６】
　スイッチ１３３ｂが押下されていない状態においては、図６（ｂ）に示すように、スイ
ッチ１３３ｂが２つの配線パターン１３５ｂ－１，１３５ｂ－２に接しておらず、それに
より、図６（ｄ）に示すように、ＩＣ基板１３２内のＩＣチップのポート端子のうち、配
線パターン１３５ｂ－１に接続され、音声情報入出力部４０を介して入力された音声情報
をメモリ領域に記録するための指示信号が入力されるポート端子はオープン状態となって
いる。そのため、この状態で音声情報入出力部１４０を介して音声情報が入力されてもそ
の音声情報はＩＣ基板１３２に記録されない。
【００４７】
　スイッチ１３３ｂとフィルム基板１３４ｂとの間にフィルムシート１５０が介在しない
場合にてスイッチ１３３ｂが押下されると、図６（ｃ）に示すように、スイッチ１３３ｂ
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がフィルム基板１３４ｂの表面に沿うように変形する。ここで、スイッチ１３３ｂの裏面
には、２つの配線パターン１３５ｂ－１，１３５ｂ－２に対向するように導電部材である
導電剤１３６が塗布されているので、この導電剤１３６ａを介して２つの配線パターン１
３５ｂ－１，１３５ｂ－２が電気的に導通した状態となる。すると、図６（ｅ）に示すよ
うに、配線パターン１３５ｂ－２がコイン電池１３１のグランド端子に接続されているた
め、配線パターン１３５ｂ－１と接続されたポート端子、すなわち、音声情報入出力部１
４０を介して入力された音声情報をメモリ領域に記録するための指示信号が入力されるポ
ート端子がコイン電池１３１による電源１３１ａのグランド電位となり、その状態におい
て、音声情報入出力部１４０を介して音声情報を入力すると、入力された音声情報がＩＣ
基板１３２に記録されることになる。
【００４８】
　スイッチ１３３ｂとフィルム基板１３４ｂとの間にフィルムシート１５０が介在してい
る場合、すなわち、図４に示したような状態においては、スイッチ１３３ｂが押下されて
スイッチ１３３ｂがフィルム基板１３４ｂの表面に沿うように変形しても、図６（ｆ）に
示すように、スイッチ１３３ｂの裏面に塗布された導電剤１３６と２つの配線パターン１
３５ｂ－１，１３５ｂ－２とが接することがなく、そのため、２つの配線パターン１３５
ｂ－１，１３５ｂ－２が電気的に導通した状態とはならない。そのため、この状態で音声
情報入出力部１４０を介して音声情報が入力されてもその音声情報はＩＣ基板１３２に記
録されない。
【００４９】
　このように、送付体１０９が窓開き封筒に封入された状態においては、フィルムシート
１５０をスイッチ１３３ｂとフィルム基板１３４ｂとの間に挿入しておくことにより、送
付途中にて録音ボタン１０２ｂを介してスイッチ１３３ｂが押下されてしまった場合に、
ＩＣ基板１３２のＩＣチップ内に誤って音声情報が記録されてしまうことを防止すること
ができる。
【００５０】
　送付体１０９が送付先に届けられ、フィルムシート１５０がスイッチ１３３ｂとフィル
ム基板１３４ｂとの間から抜かれると、スイッチ１３３ｂの裏面に塗布された導電剤１３
６とフィルム基板１３４ｂに形成された配線パターン１３５ｂ－１，１３５ｂ－２とが何
も介さずに対向することになり、録音ボタン１０２ｂを介してスイッチ１３３ｂが押下さ
れた状態において、音声情報入出力部１４０を介して音声情報が入力されると、入力され
た音声情報がＩＣ基板１３２に記録されることになる。
【００５１】
　なお、本形態においては、フィルムシート１５０をスイッチ１３３ｂとフィルム基板１
３４ｂとの間に挿入しておくことにより、送付途中にて録音ボタン１０２ｂを介してスイ
ッチ１３３ｂが押下されてしまった場合に、ＩＣ基板１３２のＩＣチップ内に誤って音声
情報が記録されてしまうことを防止することができるものとしたが、スイッチ１３３ａと
フィルム基板１３４ａとの間にフィルムシート１５０を抜脱可能に挿入しておく構成とす
れば、送付途中にて再生ボタン１０２ａを介してスイッチ１３３ａが押下されてしまった
場合に、ＩＣ基板１３２のＩＣチップに記録された音声情報が再生されてしまうことを防
止することができる。
【００５２】
　また、上述した２つの実施の形態においては、音声情報の記録や再生が可能なシート状
の音声情報記録／再生部３０，１３０が、２枚の支持シート２０ａ，２０ｂ，１２０ａ，
１２０ｂに表裏から挟み込まれて保持され、また、音声情報記録／再生部３０，１３０を
挟み込んだ支持シート２０ａ，２０ｂ，１２０ａ，１２０ｂが、２枚の表面シート１０ａ
，１０ｂ，１１０ａ，１１０ｂに挟み込まれて構成されているものを例に挙げて説明した
が、音声情報記録／再生部が、１枚の支持シートに貼付されて保持され、音声情報記録／
再生部及びこれを保持する１枚の支持シートが、２枚の表面シートに挟み込まれて構成さ
れたものであってもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の送付体の第１の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面から見た図、
（ｂ）は（ａ）に示したカード部の内部構造を示す図、（ｃ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’
断面図である。
【図２】図１に示したカード部の積層状態を示す図である。
【図３】図１及び図２に示した送付体の使用方法を説明するための図である。
【図４】本発明の送付体の第２の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面から見た図、
（ｂ）は（ａ）に示したカード部の内部構造を示す図、（ｃ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’
断面図である。
【図５】図４に示したカード部の積層状態を示す図である。
【図６】図４及び図５に示した送付体において録音ボタンを介してスイッチが押下された
場合の作用を説明するための図であり、（ａ）はフィルム基板上の詳細な構成を示す図、
（ｂ）はスイッチとフィルム基板との間にフィルムシートが介在しない場合にてスイッチ
が押下されていない状態におけるスイッチ及びフィルム基板の断面図、（ｃ）はスイッチ
とフィルム基板との間にフィルムシートが介在しない場合にてスイッチが押下された状態
におけるスイッチ及びフィルム基板の断面図、（ｄ）はスイッチとフィルム基板との間に
フィルムシートが介在しない場合にてスイッチが押下されていない状態における等価回路
図、（ｅ）はスイッチとフィルム基板との間にフィルムシートが介在しない場合にてスイ
ッチが押下された状態における等価回路図、（ｆ）はスイッチとフィルム基板との間にフ
ィルムシートが介在している場合にてスイッチが押下された状態におけるスイッチ及びフ
ィルム基板の断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１，１０１　　台紙部
　１ａ，１０１ａ　　宛先情報
　２，１０２　　カード部
　２ａ，１０２ａ　　再生ボタン
　２ｂ，１０２ｂ　　録音ボタン
　２ｃ，１０２ｃ　　個別情報
　３ａ，３ｂ，１０３ａ，１０３ｂ　　音声入出力領域
　４，１０４　　ミシン目
　５　　窓開き封筒
　５ａ　　窓部
　９，１０９　　送付体
　１０ａ，１０ｂ，１１０ａ，１１０ｂ　　表面シート
　２０ａ，２０ｂ，１２０ａ，１２０ｂ　　支持シート
　２１～２５，１２１～１２５　　穴部
　３０，１３０　　音声情報記録／再生部
　３１，１３１　　コイン電池
　１３１ａ　　電源
　３２，１３２　　ＩＣ基板
　３３ａ，３３ｂ，１３３ａ，１３３ｂ　　スイッチ
　３４ａ，３４ｂ，１３４ａ，１３４ｂ　　フィルム基板
　３５ａ－１，３５ａ－２，３５ｂ－１，３５ｂ－２，１３５ａ－１，１３５ａ－２，１
３５ｂ－１，１３５ｂ－２　　配線パターン
　４０，１４０　　音声情報入出力部
　４１，１４１　　ピエゾ素子
　４２，１４２　　振動板
　１３６　　導電剤
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　１５０　　フィルムシート

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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